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　固定資産税は、土地や家屋のほか、事業用
の機械・器具・備品などの償却資産にも課税
されます。工場や飲食店、賃貸住宅、駐車場
などを経営し、下記の償却資産を所有してい
る人は資産保有状況を申告してください。
償却資産の種類＝ (２年１月１日現在の保有)
①構築物 ( 広告塔、舗装路面、テナントが施
工した内装工事など )
②機械、装置 ( 各種製造加工機械、太陽光発
電設備など )
③車両、運搬具 ( 自動車税または軽自動車税
の対象となる自動車などを除く )
④工具、器具、備品 ( パソコン、コピー機、
冷暖房機、看板、家具、各種医療機器など )
申告内容＝資産の種類、名称、数量、取得年
月、取得価格、耐用年数
申告・問い合わせ＝１月 31 日までに、申
告書を郵送または窓口で、〒 669-1595 三
輪 2-1-1 市役所本庁舎２階 税務課資産税係
( 償却資産担当 559-5055 FAX 563-5697 )
※対象者には、令和元年 12 月中に申告書を
送付していますが、用紙が届いていないな
ど不明な点は上記へお問い合わせください。

申告は 1 月 31 日まで！

償却資産の申告をお忘れなく

　市有財産の有効活用を図るため、市有施設
に清涼飲料水などの自動販売機を設置する事
業者を募集します。
選定日＝２月 14 日 ( 金 ) 13 時 30 分～
設置施設・申し込み・問い合わせ＝１月 17
日～２月７日、所定の申込書を窓口で、
①城山・三田谷・駒ケ谷運動公園 / 市役所
本庁舎５階 公園みどり課 ( 559-5110 FAX 
559-7130 )
②横山駅前・三田駅前 ( 地下・北側 )・ウッディ
タウン中央駅前・フラワータウン駅前・相
野駅前・広野駅前駐輪場、三田駅北側特定
車両待機所 / 市役所本庁舎５階 道路河川課 
( 559-5101 FAX 563-3359 )
③有馬富士自然学習センター、野外活動セ
ンター / 市役所本庁舎４階 文化スポーツ課
( 559-5144 FAX 563-7776 )
④さんだ・広野・藍・フラワータウン市民セ
ンター、高平ふるさと交流センター / 市役
所本庁舎４階 協働推進課 ( 559-5039 FAX 
563-1360 )
※募集要項は 1 月 17 日から上記４課の窓口
で配布(土・日曜を除く)または市ホームペー
ジからダウンロード可

市有施設への

自動販売機設置事業者
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　障害のある人が日常生活や社会生活を送る
うえでの困り事に対し、｢ 配慮があって嬉し
かったことや助かったこと ｣ ｢ 配慮として良
いと思ったことや喜ばれたこと ｣ の事例を募
集します。応募いただいた内容は市ホーム
ページに掲載するなど障害理解のための啓発
に活用します。
対象＝市内在住・在勤・在学・通所者
応募用紙設置場所＝障害福祉課 ( 市役所本庁
舎１階 )、まちづくり協働センター、総合福
祉保健センター、各市民センター
※応募用紙への記入が難しい場合は、職員が
聞き取り、記入することもできます。また、
応募用紙などの音声 CD もありますので、
必要な場合は下記へお問い合わせください。
事例提出・問い合わせ＝ 1 月 15 日～ 2 月
14 日 17 時 30 分までに、応募用紙に必要
事項を記入し、ファクス、e メール、郵送、
窓口で、〒 669-1595 三輪 2-1-1 市役所本
庁舎１階 障害福祉課 ( 559-5075 FAX 562-
1294 e メール syogai_u@city.sanda.lg.jp ) 
※応募用紙の返却不可

｢ 障害のある人への配慮 ｣
 の好事例

 三田支店 （☎ 079 -563 -2421）

 新三田支店 （☎ 079 -563 -2110）

 三田中央支店 （☎ 079 -569 -7717）

 ウッディタウン支店 （☎ 079 -569 -7035）

 ０年のご愛顧に感謝

これからも地域と共に！
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